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I．	本稿の目的

産業革命以降、世界は欧米を中心に工業化時代を
迎えたが、ローマ・クラブの「成長の限界」レポート2

が発表されたことに典型的に表れているように、主に
1970年代以降、現代文明が取り組むべき大きな問題の
ひとつとして環境問題がクローズアップされた。その
後もさらに人類の環境（社会）問題への関心は高まり、
SDGsやESGといった概念が一般化する状況となると
ともに、全世界的な問題として気候変動や生物多様性
への対応が急務となっている。

こうした状況なども背景として、EIA（環境影響評
価）／ESIA（環境社会影響評価）制度が利用される
ようになった。世界で最初のEIA／ESIA制度は1970
年にアメリカで誕生し（国家環境政策法（NEPA）に
基づく）、日本ではそれ以前のいわゆる閣議アセスメン
トの時代を経て、1997年の環境影響評価法制定がそ
の本格的スタートと考えられる。こうしたEIA／
ESIA制度は、プロジェクトの事業主体あるいは同プ
ロジェクトへの投融資を行う金融機関等にとって、プ
ロジェクトの実施可否判断の重要なメルクマールと
なっている。

筆者の所属機関（株式会社国際協力銀行：以下
「JBIC」）は、日本企業の海外での活動を金融面から
支援する日本政府100％出資の機関であるが、その投
融資の判断では、プロジェクトの環境・社会影響を
チェックするために、原則、関連EIA／ESIAの内容
や承認状況を確認する。そこで、われわれのそうした
確認プロセス効率化に資するような参考情報として、
EIA／ESIA制度をもつ国のうち日本を含めた14カ国3

を選択し、外部専門家も活用しつつ、最終的に社内用
報告書としてまとめた。

本稿はその内容を踏まえ、各国間の制度比較を行っ
たものである。こうした情報を参考にしていただき、

同じようにEIA／ESIAの活用が業務上不可欠となっ
ている各企業の方々の一助となれば幸いである。なお、
この14カ国は、基本的にJBICの投融資の経験において、
EIA／ESIA制度をよく参照した、あるいは当該制度
が特に特徴的と思われる国等を選定したものである。

II．	EIA／ESIAとは

上記EIA／ESIA（Environmental Impact Assessment
／ Environmental and Social Impact Assessment） 
について、ここで簡単にその定義を述べると、事業の
実施に際し、重大な意思決定と契約が締結される前
に、「環境（Environmental）4（および社会（Social））
に著しい影響（Impact）5を及ぼす恐れのある行為」に
ついて、事前に環境への影響を「調査」「予測」「評価」
し、加えてその結果を公表し地域住民等の関係者の意
見を聞き、環境・社会への配慮を行う手続きの総称、
ということができるだろう6。

EIA／ESIAの実施目的としてあげられるのは、①
対象とした開発計画・事象によって引き起こされる生
物的／物理的／社会的／経済的／制度的な影響の分
析結果を関係者に提供すること、②透明性を高め、意
思決定へステークホルダーの参加を組み入れること、
③政策・計画（プラン）・事業のサイクルの中にフォ
ローアップ（対象の開発行為等がもたらす負の影響に
対するモニタリング、軽減措置）の手続きと方法を確
定・組み入れること、④持続可能な開発に資すること、
等である。

EIA／ESIAの典型的プロセスとしては、①まず「ス
クリーニング」によるEIA／ESIA実施の当否等の決
定、②「スコーピング」による調査・評価対象の絞り
込み、③調査・評価の実施、④それらの結果に対する
原則第三者による評価、その後の⑤EIA／ESIAに対
する承認、となる。その前後に⑥住民説明、⑦情報開
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示、その後に⑧モニタリングといったプロセスも通常
存在する。

III．	各国EIA／ESIA制度の違いについ
ての調査アプローチ

以下にて、「各国EIA／ESIAの制度上の違い」を
議論していくが、さまざまなアプローチが可能である
ため、この調査では特に、EIA／ESIAの各実施プロ
セスとその担当主体、それから対象事業・評価項目に
おける違いという問題に焦点を絞って、調査・検討す
ることとした。前者については、各国ごとに、制度と
その実施の仕方は法令化されているところ、特に国

（中央）と地方の関係の観点から違いがあるので、そ
の点をまず比較しつつ、さらには各プロセスの担当主
体にフォーカスして検討している。具体的にはEIA／
ESIA実施から結果承認に至る段階、さらには住民説
明等のステークホルダーとのコミュニケーションにお
いて、各プロセスの担当主体がどう違うかということ
を並列し、比較してみた。後者についても、国ごとの
EIA／ESIAの対象項目を比較することで、類似点・
相違点について考察した。

1.	 EIA／ESIA制度における国と州・地方
の関係

調査対象国14カ国では、すべての国においてEIA／
ESIAの制度が法律に基づき定められている。導入さ
れたのは、上述の通りアメリカが最も早く1970年、そ
の後先進国に普及し、途上国においても制度化されて
いる7。

調査対象国のうち12カ国のEIA／ESIA制度につい
ては以下の２つのパターンに大別される。パターン１

では国で定めたEIA／ESIAの権限を州や地方へ委譲
しEIA／ESIAを実施しているが、パターン２におい
ては国（連邦）レベルおよび地方レベルそれぞれにお
いて独自にEIA／ESIAを規定している。いずれの場
合も、原則的には国か地方のどちらかで一度EIA／
ESIAを実施すれば足りることになっており、実際ど
ちらになるかは対象事業の内容・規模等のファクター
により決められることが多い。

なお、残り２カ国については、下記の理由にあるよ
うに国の成り立ち等が若干特殊な状況にあるため、パ
ターン１、２のいずれにも完全にはあてはまらない。

・イギリス：イングランド、ウェールズ、スコットラン
ド、北アイルランドの各カントリーにおいてEIA／
ESIAを実施。ただし沖合石油ガス開発関連は、イ
ギリス政府が規定している。

・UAE：UAEにおけるEIA法は枠組みのみ規定して
おり、制度化は各首長国に権限を委譲。

2.	 EIA／ESIAの各実施プロセスとその担
当主体

EIA／ESIAの各実施プロセスとその担当主体につ
いては、以下のように表１にまとめることができる。

この内容については、以下の各節において、若干の
解説を行いたい。

（１）EIA／ESIAに関与する主体
EIA／ESIAの実施においては、大きく「実施者」「評
価者」「承認者」の３種類の役割がある。すなわち、
対象事業について調査や情報収集および一定の判断
を行い、必要書類を作成する「実施者」、それについ
て第三者としての立場から客観的にその内容の妥当性
について検討・判断を行う「評価者」、最後にそれら
EIA／ESIAを承認する「承認者」、のそれぞれが存
在する。調査対象国14カ国のいずれにおいても、原則
として図２のフローでEIA／ESIAを実施している。

図１　EIA／ESIA制度における国と州・地方の関係性

パターン１　国が定めた
EIA/ESIA制度に基づき、
州や地方へ権限を委譲

カナダ、オランダ、フランス、
ベトナム、インドネシア、タイ、
ブラジル、アルゼンチン、チリ

パターン２　国・州・地
方 政 府 が 定 めたEIA/
ESIA制度

アメリカ、オーストラリア、日本

図２　EIA/ESIAの実施フロー（概要）
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①EIA／ESIAの実施主体
調査対象14カ国のうち13カ国においてEIA／ESIA

を実施するのは、「プロジェクト実施主体」である。
アメリカのみ、EIA／ESIAを実施するのはプロジェ

クトを承認する当局である（アメリカでは、プロジェ
クト実施主体が民間事業者であったとしても、プロジェ

クトを承認する政府機関（主導機関：Lead Agencyと
呼ばれる）がEIA／ESIAを実施）。なお、カナダでは、
EIA／ESIAを承認する環境気候変動大臣が所管する
Impact Assessment Agency of Canadaの地方事務
所がEIA／ESIAの実施を主導し、プロジェクト実施
主体と協働でEIA／ESIAを実施する。

表１　各国の環境社会影響評価制度に係る分析　まとめ表

国と地方の
関係

EIA/ESIAの
実施主体

EIA/ESIAの
評価主体

EIA/ESIAの
承認主体

EIA/ESIAにお
ける住民説明
実施主体

EIA/ESIAにお
ける情報開示
責任主体

EIA/ESIAにお
けるモニタリン
グ実施主体

EIA/ESIAにお
けるモニタリン
グ結果審査主

体

アメリカ パターン2
プ承（主導機
関[連邦政府機

関]）
委員会等

プ承（主導機
関[連邦政府機

関]）

環境当局
（上位の行政）

プ承（主導機
関[連邦政府機

関]）

プロジェクト
実施主体 その他

カナダ パターン１
プ承（プロジェ
クト実施主体
との協働）

委員会等 環境当局
（上位の行政） 委員会等 その他 プロジェクト

実施主体 その他

イギリス
(イングラン

ド）
ー プロジェクト

実施主体 委員会等 委員会等 その他 プロジェクト
実施主体

プロジェクト
実施主体 その他

オランダ パターン１ プロジェクト
実施主体 委員会等 プ承（各計画

認可機関） 委員会等 プロジェクト
実施主体

プロジェクト
実施主体

プ承（各計画
認可機関）

フランス パターン１ プロジェクト
実施主体

環境当局
（特性により上
位または下位

の行政）

ケースバイ
ケース

プロジェクト
実施主体

ケースバイ
ケース

プロジェクト
実施主体

ケースバイ
ケース

オースト
ラリア パターン2 プロジェクト

実施主体

環境当局
（特性により上
位または下位
の行政）※

環境当局
（特性により上
位または下位
の行政）※

環境当局
（特性により上
位または下位
の行政）※

その他 プロジェクト
実施主体

環境当局
（特性により上
位または下位
の行政）※

※石油・ガス開
発はNOPSEMA

ベトナム パターン１ プロジェクト
実施主体

ケースバイ
ケース

ケースバイ
ケース

プロジェクト
実施主体

環境当局
（特性により上
位または下位

の行政）

ケースバイ
ケース

ケースバイ
ケース

インドネシア パターン１ プロジェクト
実施主体 委員会等 ケースバイ

ケース
プロジェクト
実施主体

ケースバイ
ケース

プロジェクト
実施主体 委員会等

タイ パターン１ プロジェクト
実施主体 委員会等 ケースバイ

ケース
プロジェクト
実施主体

プロジェクト
実施主体

プロジェクト
実施主体 その他

ブラジル パターン１ プロジェクト
実施主体

ケースバイ
ケース

ケースバイ
ケース

プロジェクト
実施主体

プロジェクト
実施主体

プロジェクト
実施主体

ケースバイ
ケース

アルゼンチン パターン１ プロジェクト
実施主体

環境当局
（下位の行政）

プ承
（所管官庁）

プ承
（所管官庁）

プロジェクト
実施主体

プロジェクト
実施主体

プ承
（所管官庁）

チリ パターン１ プロジェクト
実施主体 委員会等 委員会等 委員会等

プロジェクト
実施主体/
環境当局

プロジェクト
実施主体 その他

UAE
（アブダビ） ー プロジェクト

実施主体
環境当局

（下位の行政）
環境当局

（下位の行政） ー ー プロジェクト
実施主体

環境当局
（下位の行政?）

日本 パターン2 プロジェクト
実施主体 委員会等

プ承
（主務大臣また
は自治体首長）

プロジェクト
実施主体 委員会等 プロジェクト

実施主体
プ承（自治体

首長等）

プ承：プロジェクト承認主体
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②EIA／ESIAの評価主体
EIA／ESIAは調査等を実施した後、その結果を評

価するプロセスが通常必要であるが、その担当機関は、
以下のような３種類に分類される。

ケース①：複数の行政機関等により構成される委員会
等（アメリカ、カナダ、イギリス（イングランド）、オ
ランダ、インドネシア、タイ、チリ、日本）
ケース②：環境当局（フランス、オーストラリア、ア
ルゼンチン、UAE（アブダビ））

フランスでは、国レベルの環境当局が評価する場合
と、下位の行政区分（県等）の「環境当局」が評価す
る場合があり、一律で定められているわけではない。
プロジェクトの特性によって、レビュー機関が定めら
れる。オーストラリアにおいては、連邦法管轄のEIA
／ESIAを実施した場合は原則として連邦政府の環境
当局が評価機関となるが、二政府協定に基づき、連邦
法および州法の両管轄の場合には、評価機関は州政府
が所管している。また、アルゼンチン、UAE（アブダ
ビ）においては、原則として下位の行政区分（各州も
しくは各首長国）の環境当局がレビューを行っている。
ケース③：ケースバイケース（ベトナム、ブラジル）
ベトナムは多くの場合環境当局とみなし得る「天然資
源環境省」が担当しているが、ケースにより国防省／
公安省、あるいは省人民委員会等が担当するケースが
ある。ブラジルも、連邦レベルの環境当局である「ブ
ラジル環境・再生可能天然資源院」が連邦レベルで重
大な環境影響を与える活動について担当するが、その
他、たとえば対象の天然資源の種類や関係する地域社
会（先住民族の在住地域等）によっては、自治体、州、
または他の連邦行政組織が担当するケースがある。

③EIA／ESIAの承認主体
EIA／ESIAの承認主体は、以下のような４種類に

分けられる。

ケース①：プロジェクト承認主体（アメリカ、オラン
ダ、アルゼンチン、日本）
ケース②：委員会等（イギリス（イングランド）、チリ）
ケース③：環境当局（カナダ、オーストラリア8、UAE

（アブダビ））
ケース④：ケースバイケース（フランス、タイ、イン
ドネシア、ブラジル、ベトナム）

タイは国家プロジェクト等については最終的に内閣
が承認することになるが、それ以外は専門審査委員会
が承認主体となる。その他の国も、プロジェクトの種

類や規模等に応じて適用される手続き等が異なり、承
認主体も異なる。

（２）EIA／ESIAプロセスにおける住民説明
住民説明については、表１のとおりプロジェクト実

施主体の責任において住民への説明が実施される場合
が多い（６カ国）が、その他当局の責任において実施
される場合もある。UAE（アブダビ）では、住民説明
のプロセスが制度上求められていない。イギリス（イ
ングランド）が「その他」に分類されるのは、責任者
が地方計画局（Local Planning Authority）など複
数にわたるためである。

なお、住民説明の実施のタイミングは各国によって
さまざまであるが、カナダ、オランダ、タイ、オース
トラリア、アルゼンチン、チリ、日本においては住民
説明を複数回実施することが求められている。また、
多くの国において住民説明会における住民意見を対面
や書面での提出を求めているが、オンライン（ウェブ
サイト、ポータル、電子メール等）による意見提出を
認める国もある。

（３）EIA／ESIAプロセスにおける情報開示
情報開示の担当主体について特徴ある国について言

及すると、まず、UAE（アブダビ）は、情報開示の実
施自体が明確に規定されていない。またアメリカの場
合は、プロジェクト承認主体と表上は示しつつ、実際
はEIA／ESIAの承認主体と実施主体が同一であるこ
とに留意すべきである。なお、インドネシアやフラン
スはプロジェクトの規模や性格等に応じて担当主体が
決まる「ケースバイケース」となっている。またオー
ストラリア、カナダは「その他」に分類されるが、前
者は各管轄官庁、後者は連邦政府、プロジェクト実施
主体等の合同による責任となっている。

情報公開の手法は、オンラインまたは書面公開が認
められているが、オランダ、タイにおいては書面のみ
に限定されている。住民からの意見提出は、口頭また
は書面の他、電子メール等の活用を認める場合もある。

（４）モニタリング
モニタリング項目は、原則としてEIA／ESIAの付

帯条件等において規定される場合が多く、ベトナム9以
外の国においてはプロジェクト実施主体がモニタリン
グの実施主体となっている。モニタリング結果の審査
主体については、引き続き表１を参照のこと（必ずし
もEIA／ESIA承認機関とはならない）。なお、プロ
ジェクトの規模や性格によってモニタリングの審査主
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体が決まるような国は「ケースバイケース」、また通常
審査主体となるプロジェクト承認主体・委員会等・環
境当局のいずれにもあてはまらない国10は「その他」に
分類した。

３．	EIA／ESIAの対象事業
調査対象14カ国のうち、アルゼンチンおよびUAE

（アブダビ）を除き、国（連邦レベル）におけるEIA
／ESIA対象事業を示した規定（リスト）が整備され
ている。主な特徴は以下のとおり。

・アメリカ：EIA／ESIAの対象事業ではなく、反対
にEIA／ESIAの対象とはならない事業を整理した

「除外規定」を整備。
・インドネシア、アルゼンチン：特定地域における

EIA／ESIA手続きを別途規定。11

・UAE（アブダビ）：EIA／ESIA実施の規模要件等
を明示せず、一律のEIA／ESIAはない。ESIA申
請時点において予備環境レビュー（PER）を実施し、
その結果をふまえて、EIA／ESIAを実施するかど
うかの判断が行われる。

・オランダ、フランス：EUのEIA指令に基づき各国に
おいてEIA／ESIA制度を整備。EIA／ESIAが必
須となる事業と個別判断が求められる場合がある。

・アメリカ、フランス、インドネシア、タイ、チリ、日
本：EIA／ESIA対象事業の規模により、EIA／
ESIAのレベル（環境影響評価の実施レベル）が分
けられており、一定規模以下の場合はより簡易な評
価作業となることが多い。たとえば日本の場合、大
規模な事業は「第１種事業」で環境影響評価は必
須、より小規模な事業は「第２種事業」と分類され、

事業個別に評価の要否が判断される。

４．	評価対象の要素
EIA／ESIAにおける評価項目のうち14カ国共通の
評価項目は以下のとおり。

上記共通事項に加え、表２にもあるように、特定の
国にのみ存在する評価事項は、①先住民族・少数民
族、②ジェンダー、③人権、④気候変動、⑤生態系サー
ビス13、⑥住民移転・用地取得14、となる。

ベトナム、インドネシア、ブラジル、日本においては、
共通項目以上の追加項目はない（ただし、日本につい
ては、気候変動問題全体の追加は要求されないが温室
効果ガスの状況についての検討は求められる）。先住
民族問題を抱える国においては、先住民族や少数民
族に係る評価項目を設ける傾向がみられる。

一方、EIA／ESIA制度の枠外で、プロジェクト実
施時通常求められる環境社会に係る評価項目は表３の
とおりであった。

汚染対策： 大気質、水質、廃棄物、土壌汚染、騒
音・振動、地盤沈下、悪臭、底質

自然環境： 保護地域、生態系12と生物相、水象、地
形と地質

社会環境：文化遺産、景観

表２　評価項目一覧

アメリカ カナダ イギリス オランダ フランス 豪州 タイ アルゼン
チン チリ UAE 日本 ベトナム インド

ネシア ブラジル

汚染対策（大気質、水質、廃
棄物、土壌汚染、騒音・振動、
地盤沈下、底質）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

自然環境（保護地域、生態系
と生物相、水象、地形と地質） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

社会環境（文化遺産、景観） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

先住民族・少数民族に対する
評価 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ジェンダーに対する評価 〇 〇

人権に対する評価 〇 〇

気候変動に係る評価 〇 〇 〇 〇 〇 △

生態系サービスに対する評価 〇 〇 〇

住民移転・用地取得に対する
評価 〇 〇 〇 〇
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IV．	EIA／ESIA制度に関する注目すべ
き論点

EIA／ESIA制度において、最近の世論で注目され
ている「累積影響」「気候変動リスク」「生物多様性」に
関する規定の有無について整理を行った。

■  累積影響：より環境に対する影響を精密に計
測するということで、14カ国のうち９カ国で、
EIA／ESIAにおいて累積影響を考慮した評価
がされている。日本では、風力発電等のセク
ターにおいて検討中となっているが国レベルの
明確な規定はない。なお、本稿の検討対象外
であるが、国としてプロジェクト単体ではなく
そのプロジェクトが政策や計画にのっとって実
施される場合にそうした上位の政策・計画に
ついての評価を行うという、戦略的環境アセス
メント（Strategic Environmental Impact 
Assessment: SEIA）の実施を制度化してい
る国もあるが、この累積影響に関してはそう
した戦略的環境アセスメントのスコープとな
る可能性もある。

①  累積影響を考慮したEIA／ESIAを実施（ア
メリカ、カナダ、イギリス（イングランド）、
フランス、インドネシア、タイ、オーストラリ
ア、チリ、UAE（アブダビ））

②  EIA／ESIAとは別途累積影響に係る評価を
実施（ブラジル）

③ 一部セクターにおいて規定（日本（検討中））
④ 不明（オランダ、ベトナム、アルゼンチン）

■  気候変動リスク：14カ国のうち８カ国におい
て、気候変動リスクについて検討中である、
とみなし得る。また、TCFD（気候関連財務
情報開示タスクフォース）等をふまえた国際

的な議論が各国のEIA／ESIAへ波及してい
る状況もみられる。

①  気候変動リスクについてEIA／ESIAにおい
て検討中（アメリカ、カナダ、フランス、オー
ストラリア、ブラジル、チリ、UAE（アブダ
ビ）、日本）

②  気候変動リスクについてEIA／ESIAとは別
途検討中（アルゼンチン）

③  不明（イギリス（イングランド）、オランダ、
ベトナム、インドネシア、タイ）

■  生物多様性15：14カ国のうち９カ国で、EIA
／ESIAにおいて生物多様性に係る検討が規
定されている、と考えられる。生態系サービ
スに関する規定を示唆する国は、アメリカ、
カナダ、イギリス（イングランド）、アルゼン
チン。その他の国については、生物多様性評
価＝生態系評価と位置づけ従来のEIA評価手
法（例：動植物の生育・生息種数や種類の把
握、影響の有無等）に包含されるケースもあ
り、必ずしも「生物多様性評価」や「生態系
サービス」等の概念がEIA／ESIAに反映さ
れているわけではない。なお、カナダおよび
イギリス（イングランド）に関しては、生態
系評価に関して生物多様性および生態系サー
ビスに関する政府間科学政策プラットフォー
ム（IPBES：Intergovernmental Science-
Pol icy Plat form on Biodivers ity and 
Ecosystem Services）16の活用を規定。気候
変動同様、TNFD（自然関連財務情報開示タ
スクフォース）の影響が今後増大していくこ
とが予想される。

①  生物多様性についてEIA／ESIAにおいて検
討中（アメリカ、カナダ、イギリス（イングラ
ンド）、オランダ、フランス、オーストラリア、

表３　EIA／ESIA制度の枠外で求められる評価項目

アメリカ カナダ イギリス オランダ フランス 豪州 タイ アルゼン
チン チリ UAE 日本 ベトナム インド

ネシア ブラジル

住民移転・用地取得に対する
評価 〇 〇 〇

生態系サービスに対する評価 〇

先住民族・少数民族に対する
評価 〇

悪臭に対する評価 〇 〇

気候変動に係る評価 〇 〇

人権に対する評価 〇

労働環境に対する評価 〇 〇 〇
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アルゼンチン、チリ、UAE（アブダビ））
②  生物多様性についてEIA／ESIAとは別途検

討中（ブラジル）
③ 不明（ベトナム、インドネシア、タイ、日本）

V．	まとめ

本調査の結論として、プロジェクト実施者や金融機
関の立場からは以下のような点にまとめられる。

■  各対象国の各プロセスにおける実施主体は国
ごとにさまざまであり、EIA／ESIAの実施
主体は、アメリカを除きプロジェクト実施主
体となるが、それ以降の評価・承認主体は国
ごと、またセクターや地域ごとにさまざまな
バリエーションがあり、対応すべき範囲に関
して注意が必要である。承認後の住民説明や
情報公開について、プロジェクト実施主体が
主体とはならない場合がある（代わりに当局
主導で住民説明や情報公開を実施する場合が
ある）ことにも留意が必要である。

■  調査開始当初は、法律分野でいうところの「法
系・法圏論」的違い・分類（たとえば「英米
法系・大陸法系」といったカテゴリー分けに
類似したもの）や、地域的な傾向が出てくる
のではないかと考えていたが、そのような傾
向を見出すには至らなかった。これは、公害
問題等の歴史や政府内の官庁の力関係やバラ
ンスなど、各国のEIA／ESIA制度の歴史や
位置づけが一様ではないことに起因している
と推測される。こうしたなか、想像の域を出
ないが、各制度の違いの原因についてひとつ
仮説を述べるならば、ESIAの評価・承認に
関して、環境当局またはプロジェクト承認主
体に権限・責任をどの程度もたせるのか、つ
まり、経済成長のためのプロジェクトの実施
と環境社会配慮という、時にアンビバレント
な要請をどのように同時実現するのか、とい
う観点において、各国ごとの特徴・バランス
が垣間見られるように感じる。たとえば、日
本では環境省はESIA制度を策定する立場で
あり、一方個々のプロジェクトのESIAの承認
はプロジェクト承認主体（経済産業省等）が
行うことになっている。制度の運用において
は原則的にプロジェクト承認主体の力が強い、
と考えることもできるが、一方でプロジェクト

承認主体に環境社会配慮に関する責任をもた
せることでバランスをとっている、という言い
方もできるかもしれない。いずれにせよ、両
者の関係について、各国ごと特有の感覚での
バランスのとり方がなされている、と考えら
れる。

■  EIA／ESIA制度の対象は今のところ主に環
境分野であり、社会環境（Social）分野につ
いてはEIA／ESIA制度でカバーされていない
国もある。つまり、EIA／ESIA制度では、
たとえば世銀やIFCの要求事項を必ずしも網
羅していない国もある、ということになる。こ
の場合、関係企業等は対象プロジェクトがい
わゆる国際的水準を社会面においても達成で
きているか、できていない場合はそれをカ
バーするファクトや事情があるのかどうか、
等についての状況把握が必要に応じ行われる
べきであろう。

■  特定の環境社会イシュー（生態系サービス、
気候変動リスク、人権DD等）については
EIA／ESIA制度に反映されているケースは
限定的であるが増加の傾向にあり、プロジェ
クト実施主体の取り組みとして、TCFDや
TNFDといった国際情勢をふまえた内容を
EIA／ESIAの作成時に考慮する状況が見受
けられる。すなわち、プロジェクトのEIA／
ESIA必須項目の把握評価以外にも、TCFDや
TNFDへの対応を見越して、温室効果ガスや
生態系へ与える影響等についてアドホックな
調査・評価が行われることがしばしば生じて
おり、今後の制度変更の可能性含め留意が必
要である。

1：本稿上の意見・見解は執筆者個人のものであり、所属機関の見解を示す
ものではない。

2：『成長の限界：ローマ・クラブ「人類の危機」レポート』、ドネラ H.メド
ウズ著、ダイヤモンド社、1972年。

3：アメリカ、カナダ、イギリス（イングランド）、オランダ、フランス、オー
ストラリア、ベトナム、インドネシア、タイ、ブラジル、アルゼンチン、
チリ、UAE（アブダビ）、日本。

4：この場合、環境の概念は従来の純粋な「生物物理的要素」に限られず、
現在では「物理化学、生物学、景観、文化、社会経済的要素」までを含
むものとして進化してきている、といわれている。また、EIA／ESIAと
併せて、生態学的影響評価、生物多様性影響評価、健康影響評価などが
別途実施される場合もある。

5：インパクトとはこの場合「その行為を行った場合と行わなかった場合の
違いのこと」と定義できる。

6：この定義については、環境省「環境アセスメント制度のあらまし」（パン
フレット）等を参照。

 https://www.thr.mlit.go.jp/chokai/environment/panph_j.pdf
7：EU加盟国については、EUでは大規模な建築または開発プロジェクトに

は環境への影響を評価する必要があるとされ、これらの要求事項はEIA
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指令（EIA Directive）において規定されている。EIA指令は、1985年
に初めて導入、現行のEIA指令は2011年に発効（2014年改正）されてい
る。EU各国は、EIA指令に基づき国内法の整備が求められるところ、原
子力発電所、長距離鉄道、高速道路等、上記EIA指令に基づきEIA／
ESIAが必ず求められる事業に対する国内法整備を進めるとともに、各国
の実情等に合わせ個別の基準（対象となるプロジェクトの場所、規模、
種類など）を設定しEIA／ESIA実施要件を個別に法制化している。

8：連邦法および州法の適用状況により承認主体が定められる。石油天然ガ
ス開発の場合には、承認機関が国家海域石油安全環境管理機構

（Nat iona l Of f shore Petro leum Safety and Environmenta l 
Management Authority : NOPSEMA）となる。

9：ベトナムでは、モニタリングの実施はプロジェクト実施主体ではなく、天
然資源環境省等の関連省庁が行うことになっている。

10：たとえばアメリカやカナダでは通常の環境当局とは別のモニタリング専
門の官庁が審査を担当している。

11：インドネシア：経済特別区（Special Economic Zone : SEZ）における
EIA／ESIA制度を別途規定。

 アルゼンチン：プロジェクト所在地の州当局が評価を実施。ブエノスア
イレス港または海洋プラットフォーム（海上）で実施されるプロジェクト
は、国内法に基づき評価を実施。

12：「『生態系』とは、食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物とそれをと
りまく無機的環境（水、大気、光など）の間の相互関係を総合的にとら
えた生物社会のまとまりのことを示す概念である。生態系には、広大な
森林から小さな池までさまざまな大きさのものがあり、時として地球全
体を一つの生態系と見ることもある。」

 出典：「さまざまな生態系」『環境展望台』（HP） 
 https://tenbou.nies.go.jp/learning/note/theme2_2.html
13：「私たちが生物多様性から受ける恵み、すなわち自然の恵みを、生態系

サービスと呼んでいます。国連が発表した報告書では生態系サービスを、
『供給サービス』『調整サービス』『文化的サービス』『基盤サービス（生息・
生育地サービス）』の4つのグループに分類しています。そして、あらゆ
る事業活動は、この生態系サービスに依存して成り立っています。」

 出典：環境省HP「事業活動と生物多様性の関わり」『みんなで学ぶ、みん
なで守る生物多様性』

 https://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/
crosslink/index.html

14：アルゼンチンについては、「住民移転・用地取得」に関しては用地取得
のみがEIAの対象項目となっており、住民移転についてはEIAの制度の
枠外での確認という扱いになっている。なおこのため、表２と表３の両
方においてアルゼンチンの同項目は表上〇印となっている。

15：「生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。地球
上の生きものは40億年という長い歴史の中で、さまざまな環境に適応し
て進化し、3,000万種ともいわれる多様な生きものが生まれました。これ
らの生命は一つひとつに個性があり、すべて直接に、間接的に支えあっ
て生きています。生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・
遺伝子の多様性という３つのレベルで多様性があるとしています。」

 出典：「生物多様性とはなにか」環境省HP『みんなで学ぶ、みんなで守
る　生物多様性』

 https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/about.html
16：https://www.ipbes.net/
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